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「健康食品フォーラム」開催状況
第１回　「健康増進時代における健康食品の今後の展望について」 （2004年 2 月19日）

講師名 所　　　属 演　題　名

1 田中　平三 独立行政法人 国立健康・栄養研究所理事長 「健康食品」に係る今後の制度に関する論点整理と重要事項について

2 松本　恒雄 一橋大学大学院 法学研究科教授 「健康食品」に求められる法規制の現状と動向

3 大野　泰雄 国立医薬品食品衛生研究所安全性生物試験研究センター 薬理部部長 「健康食品」に求められる科学的根拠について

4 奥　　恒行 県立長崎シーボルト大学 栄養健康学科教授 「健康食品」の開発とヒトを対象とした有効性評価等試験について

5 鈴木　建夫 独立行政法人 食品総合研究所理事長 国民の盛衰はその食べ方の如何による

6 木村　修一 昭和女子大学大学院教授・東北大学名誉教授 糖質（炭水化物）と健康

7 菅野　道廣 熊本県立大学学長，九州大学名誉教授 機能性食品開発の方策：脂質成分の生理機能を別に

第２回　「健康食品に係る制度はいかにあるべきか」 （2004年 5 月 7 日）

講師名 所　　　属 演　題　名

1 木村　修一 昭和女子大学大学院教授，東北大学名誉教授 「食物嗜好の栄養学」－味覚と栄養について－

2 松本　恒雄 一橋大学大学院 法学研究科教授 「健康食品」と法規制のあり方

3 橋詰　直孝 東邦大学 医学部医学科教授 サプリメントの現状と問題点

4 宗林さおり 独立行政法人 国民生活センター商品テスト部調査役 消費者からみた「健康食品」の問題点

5 中村　丁次 神奈川県立保健福祉大学 栄養学科教授 サプリメントの活用法と米国におけるメディカルフード

第３回　「あり方検討会の提言を受けての今後の健康食品の展望」 （2004年 9 月10日）

講師名 所　　　属 演　題　名

1 太田　明一 健康と食品懇話会相談役，キリンウェルフーズ株式会社顧問 「健康食品」の制度に係る検討会と今後の動き

2 橋詰　直孝 東邦大学 医学部医学科教授 健康食品に係る提言の問題点と今後の展望

3 野中　　博 社団法人 日本医師会常任理事 医師から見た健康食品

4 鈴木　建夫 宮城大学教授，前 食品総合研究所理事長 健康食品－「一般的」食品の立場から－

第４回　「保健機能食品制度の方向性と健康食品の研究・開発」 （2005年 2 月 1 日）

講師名 所　　　属 演　題　名

1 阿部　　充 厚生労働省 医薬食品局食品安全部 新開発食品保健対策室長 「健康食品」に係る制度の見直しについて

2 上野川修一 日本大学教授，東京大学名誉教授 食品の免疫調整および抗アレルギー機能

3 香川　靖雄 女子栄養大学副学長，自治医科大学名誉教授 遺伝子多型と長期効果から見た健康食品制度

4 飯島　康典 社団法人 日本薬剤師会 常務理事 薬剤師から見た「健康食品」

第５回　「健康食品の臨床利用と安全性」 （2005年 6 月13日）

講師名 所　　　属 演　題　名

1 中村　丁次 神奈川県立保健福祉大学 栄養学科教授 医療制度改革・介護制度改正と栄養食事療法

2 堀　美智子 医薬情報研究所／（株）エス・アイ・シー　薬剤師　医薬情報部門責任者 健康食品・サプリメントと医薬品の相互作用

3 梅垣　敬三 独立行政法人 国立健康・栄養研究所健康影響評価研究室長 健康食品の問題と安全情報ネットについて

4 久保　　明 高輪メディカルクリニック院長，日本抗加齢医学会理事 健康食品・サプリメントのエビデンス：実践と展望
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早いもので、本フォーラムも第５回を数えることになりました。今回も多数の方々にご参加い

ただきありがとうございました。また講師の先生方には、ご多忙の中講演をお引き受けいただき、

厚く御礼申し上げます。

昨年、健康食品は大きな節目を迎えました。あり方検討会の提言から１年、多岐に渡る提言を

受けて、その実現に注目が集まっていました。この間、きわめて真摯な取り組みがなされ、提言

のあった分野すべてで、何らかの対応が始まっています。提案が着実に実施に移されたことにつ

いては、ここにお集まりの方々をはじめ、関係各位の努力の賜物と敬意を表します。

しかしながら、個々の進捗具合については、さらに迅速化をはかっていかなければならない分

野があり、全体としても多くの課題を残しているというのが実情ではないかと思います。健康食

品にかかわる皆さまが、今後ますます努力を積み重ねられ、こうした課題が解決に向かって前進

することを期待しております。その際、健康食品というのは、まだ発展途上の分野ですから、関

係者の方々が、それぞれの専門分野に拘泥することなく、立場を越えて幅広く全体像をとらえ、

全体の動きを見ながら協同していくことが大事ではないかと思います。どこかが突出するのでは

なく、整合性の取れた発展をもたらすことが重要な課題だと考えます。

本フォーラムは毎回、健康食品にかかわる多くの分野から、第一線の方々を講師としてお招き

しています。健康食品全体について幅広く知識を得ていただくには、きわめて効果的な機会であ

ると考えています。またそうした機会を提供することが、本フォーラムの大きな役割の一つです。

本日のフォーラムが、健康食品が真に国民の健康を支えるものとして発展していくうえで有益

なものとなることを祈念いたしまして、ご挨拶とさせていただきます。

「立場を越えた連携が、
整合性のとれた発展をもたらす」

長井　宏
財団法人　医療経済研究・社会保険福祉協会　専務理事

主催者挨拶
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栄養食事療法の歴史
現在、医療保険制度の改正が検討され、また５年

ごとの見直しにより改正された介護保険制度が今年

10月から新しくスタートします。このような変化の

中で、栄養や食事の問題をどう考えるかについて、

少し総論的にお話させていただこうと思います。

人類は古来から、日常の食事を病気の治療に使お

うと考えてきました。中国には、医食同源という考

えがあります。実際には、こういう言葉は中国には

ないとのことで、日本人が作った言葉ではないかと

言われているのですが、それはともかく、周の時代

には食医という医師が存在していました。食医とは、

国民に今年はこういうものを食べたらいいとか、あ

るいは皇帝の健康管理をしていたといわれていて、

現場の医師の中では高い位にあったと考えられてい

ます。

このように経験的に食べ物と医療が結びついたこ

とはありますが、科学的に議論され始めたのは、近

代科学が体系化され、その方法論を用いて解釈され

始めてからです。ご存知のように、近代栄養学は、18

世紀になって、フランス

のラボアジェ（ Antoine

- Laurent Lavoisier,

1743-1794）が、体内で

物が燃えてエネルギーを

獲得するという考えを提

唱したことが始まりとい

われています。

わが国で、食事を医療

に取り入れたのは戦後の

ことになります。1948（昭和23）年に成立した医療

法は、病院等の開設・管理にかかわる規定を定め、

医療を提供する体制の確保、国民の健康保持に寄与

することを目的とした法律です。同法は、病院等の

人員基準や構造設備を定めており、具体的には、医

療法施行規則第19条で、病床数100以上の病院は栄養

士を１人以上置かなければならないと規定していま

す。

1950年には、病院の食事だけで生活ができるよう

にするという完全給食制度がスタートします。成人

が１日に摂取すべきエネルギー量2400kcalの食事を

提供しました。入院患者が家から持ち込まないで病

院の食事だけで生活できるとしたのが完全給食制度

です。当時は戦後の低栄養状態で、ほとんどの国民

が飢えに苦しんでいました。そんな中で自分たちは

苦しくても、病人と子供たちは救ってあげようと始

まったのが、病院給食と学校給食だったわけです。

余談になりますが、当時の日本の政治家は、輸入し

た食糧を一番の弱者である子供と病人にまず配りま

した。当時の政治家はなかなか偉かったんではない

かなと思います。

完全給食制度に続いて、1958（昭和33）年には、

基準給食制度が創設されました。このころから病院

給食に医療の色彩が徐々に強くなっていきます。

1961（昭和36）年、特別治療食加算制度がスタート

します。ここが大きなターニングポイントになった

と考えています。日常の食事に治療効果があること

を制度的に認め、これに加算制度をつけたのです。

それから病院の食事は、徐々に医療の色彩を帯びて

きて、薬と同じような考えをするようになっていき

「医療制度改革・介護制度改正と栄養食事療法」

中村　丁次
神奈川県立保健福祉大学 保健福祉学部教授
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ました。逆にいえば、「不味くても薬と思って食べろ」

という考えが支配的になったともいえます。したが

って、病院の食事は美味しくないという代名詞にも

なっていきました。

その反動として、美味しい食事を出そうという運

動が起こってきます。1992（平成４）年に、適温適

時を目的とした、特別管理給食加算制度がスタート

します。実に30年以上放置されたわけですが、先日

『週刊朝日』で病院の食事は変わった、美味しくなっ

たという記事が載りました。またテレビでも病院の

食事が変わったという特別番組を組んでいましたが、

このきっかけになったのが、この加算制度でした。

これは世界的に見ても、非常に珍しい制度です。食

事に治療効果があることを認めたうえで、食事だか

らこそ美味しくなければいけないと考えたのです。

美味しい食事を食べるために保険を使ったわけです

（図１）。

では現在、病院食にどのくらいの診療報酬がつい

ているのでしょうか。図２の上半分が栄養指導に関

するものです。外来栄養食事指導、入院栄養食事指

導、集団栄養食事指導、在宅患者訪問栄養食事指導

に関して保険がついています。下半分は各種加算制

度です。入院時食事療養、特別管理加算、特別食加

算、複数献立の食事療養加算、食堂加算があります。

蔓延する栄養失調
病院食については、このような経過をたどったわ

けですが、1970年ごろから、アメリカのハーバード

大学の外科医を中心にホスピタル・マルニュートリ

ション（Hospital Malnutrition：病院内栄養失調）

という概念が提唱されます。病院に入院している患

者が栄養失調になっているという現実を突きつけま

した。研究によれば、入院患者の30～40％が低栄養

状態にあるのではないかと考えられています。

人は病気になると、食欲がなくなり痩せていくの

が当然と考えられてきました。今でも日本では、そ

ういう考え方が一般的なように感じます。誰もこの

ことに、注意を払いませんでした。しかし、痩せて

いくことを防ぎ、栄養状態を良くする方法を考えた

ら、ひょっとしたら延命効果が期待できるかもしれ

な い 。 こ れ が ニ ュ ー ト リ シ ョ ン ・ サ ポ ー ト

（Nutrition Support）という考え方です。食事で栄養

を補給できなければ、血液に栄養素を入れたり、消

化管に直接栄養剤や食品を入れるなど強制的に栄養

を補給して、ホスピタル・マルニュートリションを

解決しようという研究が進みました。その後、この

ホスピタル・マルニュートリションは、ディジー

ズ・リレーテッド・マルニュートリション（Disease

Related Malnutrition：疾患関連性低栄養状態）とい

う概念に変わってきます。

この問題をなぜ解決しなければならないのでしょ

うか。アフリカなど最貧国で頻発している代表的な

栄養失調症で、タンパク質欠乏とカロリー欠乏が重

図１

図２



なったマラスミック・クワシオコール（Marasmic-

kwashiorkor）症候群（タンパク質・エネルギー栄

養失調症／Protein－Energy Malnutrition：PEM）

という深刻な低栄養状態があります（図３）。四肢や

顔面の浮腫、腹部膨満、筋力低下、毛髪の異常、無

気力、全身性の顕著な衰弱、皮下脂肪の消失、筋萎

縮などを発症するこの病気は、最貧国に住む子供た

ちの主要な死亡原因となっています。

このような低栄養障害には、次のような７つの問

題点が認められます。①病気の回復が遅れる、②合

併症が出現しやすい、③免疫力が低下する→感染症

にかかりやすくなる→抗生物質を投与することで副

作用が出る→副作用が出ればまた薬を使うという悪

循環に陥る、④薬効が低下する、⑤入院日数が増大

する、⑥QOLが低下する、⑦結果的に医療費が増大

する。

介護保険制度改正と栄養管理
医療のなかで栄養というのはあまり重要視された

分野ではありませんでした。むしろ軽視されてきた

分野といえます。「栄養か。そんなものはたいしたテ

ーマにはならない。」と考えられてきました。ところ

が現在、実は、大変重要な問題だったのではないか

と考えられるようになっています。

このような背景を受けて、２年前から介護保険の

見直しが行われてきました。今回見直された介護保

険の内容を整理してみましょう。

まず居住費用や食費の見直しがあります。食費を

利用者に負担してもらうことになると思って間違い

ないでしょう。なぜ食費が自己負担になるのでしょ

うか。一つは、介護保険と年金保険が重複している

ことがあげられます。二つめは、介護保険における

在宅と施設の不公平です。家にいれば食事は自己負

担ですが、施設に入ると保険でカバーしてもらえる

という不公平があります。その結果、なかなか在宅

介護が伸びないという弊害も生じています。三つめ

はドイツ、フランス、イギリス、スウェーデン、ア

メリカなどの諸外国では、施設に入所しても食費は

自己負担になっている場合がほとんです。そこで今

回、食費は自己負担にしようということになりまし

た（図４）。

では、どのくらいの自己負担になるかというと、

これまで老人福祉・老人型医療・療養型医療などの

介護保険施設に入所している場合に支給されていた

基本食事サービス費月額約6.4万円が廃止されます。

これらの施設で食事を用意するために必要な調理・

材料のコストは約4.8万円になります。家計調査から、

高齢者１人あたりの食費は月額約３万円と推計され

ることから、この4.8万円程度を利用者負担にしよう

ということになりました（図５）。

4

図５

図３

図４
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ここで問題が起こってきます。施設に入ると食事

が自己負担になることから、ある高齢者は食事を勝

手に持ち込んでしまうかもしれません。あるいは施

設側が自己負担だからとコストダウンをはかって、

食事の質が落ちてしまうかもしれません。そうする

と、ホスピタル・マルニュートリションの問題が、

ますます深刻になってしまいます。食事を保険から

切り離すことによって、栄養の管理が疎かになるの

ではないかということです。この問題を解決するた

めに、食事と栄養の管理を分けて考えようという発

想になってきました。給食や食事を管理するのでは

なくて、人の栄養状態をよくするための栄養管理は

施設サービス費の加算として保険で評価していこう

ということになりました。

従来は、入所者全員に食事を出すための栄養管理

であって、集団的に作成した食事をどのように個人

に適用するかということが中心でした。現在、介護

保険で検討されている栄養管理の概念は、個人の栄

養状態を良くするための栄養管理、つまり、①個人

の栄養状態をよくするために、どのように効果的な

給食システムを作っていくのか、②個人の栄養状態

を良くするために、栄養補給法をどう開発していく

か、そして、これは皆さんに関係してくると思いま

すが、③個人の栄養状態を良くするための食品や栄

養剤をどのように開発していくのかといったところ

に視点が移っていくだろうと考えています（図６）。

もう一つ、今回の介護保険の大きな改正は、従来

の介護モデルに「予防」という概念が入ってきたこ

とです。医療保険においても、予防給付をしたほう

が保険の負担は安くつくというアイデアは以前から

ありました。今回、介護保険には、おそらく世界で

も珍しいと思いますが、介護予防のために保険給付

が行われることになりました。要支援、要介護１の

方を対象に、総合的な介護予防システムを構築して、

予防的な処置が実施されるようです。マネジメント

は主として市町村が責任主体となります。ここ１年

くらいの間で、介護に予防効果のあるものとして、

栄養改善と運動機能の向上、いわゆる筋トレの２つ

が注目されるようになってきました。この２つが、

介護を予防するために大変効果的で、もっともエビ

デンスがあります（図７）。介護予防にとって栄養改

善がそれほど効果的なら、食事を保険で賄えばいい

じゃないかと思われるかもしれませんが、国の財政

事情からそうもいかないということでしょう。

栄養ケア・マネジメントシステムの確立が課題
もっとも人間の生理にかなった栄養補給法は、口

から食事を摂る経口栄養法です。しかし、摂食機能

に障害を抱えていたり、消化吸収機能を失っている

患者の場合、食事以外の栄養補給法をとらざるを得

なくなります。

図８は、強制栄養補給法の一種で、カテーテルを

鼻から入れ、栄養剤を流す経鼻的・経腸栄養法といい

ます。最近では、腹部に胃ろうを造設し、胃に直接栄

養を補給するＰＥＧ（Percutaneous Endoscopic

Gastrostomy：経皮内視鏡的胃ろう造設術）が一般

的になってきました。

こうした栄養補給法を経管・経腸栄養法と呼びま

すが、この方法だと、摂食機能と一部の消化機能が

図６
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なくても栄養を補給することができます。ただ写真

を見てもわかるとおり、栄養剤を入れるために鼻か

ら管を入れ、口からものを食べることができないと

宣告されたら、その人はどういう気持ちになるでし

ょうか。食事は、単に栄養補給の手段というだけで

なく、生きている証のひとつであり、それができな

いとなれば、生きているのが辛い、精神的に大きな

不満を感じるに違いありません。

３番目は、静脈栄養です。血管から直接栄養剤を注

入するこの方法は、摂食、消化、吸収をまったく必

要としません。しかし、長期にわたって静脈栄養を

続けると、消化吸収を行わないために消化管が退化

してしまいます。また、消化管粘膜が薄くなり、腸管

免疫系が弱体化して有害な微生物が腸外に出て感染

する、バクテリアトランスロケーションという副作

用が起こってきます。静脈栄養最大の問題は、門脈、

肝臓の調節が機能しなくなることでしょう。私たち

が通常の食事を摂る場合、消化管で消化吸収された

栄養素は、門脈を通っていったん肝臓に集められま

す。肝臓は全身の状態を判断しながら、必要な栄養素

を必要なだけ全身に送り出します。このように、私

たちの身体は、非常に巧みな調節機能を有していま

すが、静脈栄養だとそれが働かなくなることで、た

とえば投薬量を間違ってしまったら、その影響が一

気に全身に派生してしまう可能性があります（図９）。

健康や栄養の補助食品のことをサプリメントと呼

びますが、欧米では、ダイエタリー（dietary）とい

う言葉を足して、ダイエタリーサプリメントという

言い方をします。この場合のダイエタリーとは、口

から摂るという意味になります。つまり口から栄養

をサプライする、サプリメントをするというところ

に、経腸栄養や静脈栄養とは異なった意味があるの

だと思います。

経口栄養法をはじめ、多様な栄養補給法が開発さ

れたことから、その人に最適な栄養補給法を選択す

るという作業が必要になってきました。これは医師

が病気を診断し治療法を決定するのと、よく似てい

ます。さまざまな栄養補給法の中から、この人はこ

のような栄養状態なのでこのような栄養補給法がよ

いと計画するプロセス、つまり最適な栄養管理を行

うためのマネージドシステムが必要になってきたの

です。これを栄養ケア・マネジメントといいます。

栄養ケア・マネジメントは、対象者の栄養状態を

評価・判定し、問題点を抽出して、栄養に対する態

勢（受け入れる能力）、たとえば経口で大丈夫か、経

口がだめなら消化管か、消化管がだめなら静脈か、

という能力を判定します。そのうえで介入計画を作

成します。また対象者に栄養教育を実施したり、他

領域との連携といったことも必要になってきます。

そして実際に介入計画を実施して、その評価をモニ

タリングし、効果を判定したうえで、その都度栄養

管理を修正していくという、マネージドサイクルに

乗ったシステムづくりをしていかなければなりませ

ん。これが臨床分野に残された、最大で最も基本的

な課題だと思います（図10）。
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介護保険では、このような包括的な栄養管理、栄

養ケア・マネジメントの技術に対して、保険給付が

行われます。

図11は、高齢者に対するエネルギー・タンパク質

補給により栄養状態がどのように改善したかを比較

した無作為化対照試験の結果です。肥満度を測定す

るBMI（Body Mass Index）が20kgm－2 以下の低い

人たちとBMIが20kgm－2 超の高い人たちでエネルギ

ー摂取量、体重、身体機能が改善したかどうかを見

たところ、明らかにBMI20kgm－2 以下の人たちに対

する改善率が高くなりました。このことから、栄養

ケア・マネジメントにしたがって、きちんとした食

品を使えば、栄養状態が改善することが示されまし

た。今後、介護施設や医療施設で、対象者の栄養状

態を評価・判定するアセスメントが、頻繁に行われ

ていくのではないかと思います。

図12は、上腕三頭筋部皮下脂肪厚と上腕周囲を測

定している写真です。上腕周囲と皮下脂肪を測るこ

とで、筋肉の太さを推定することができます。これ

で何がわかるかというと、この人のタンパクの貯蔵

状態とか、筋肉の状態がわかります。

積極的な栄養管理の実施で入院期間が短縮できる
さて、もう一方の医療制度改革に対しては、政府、

与党をはじめ、さまざまな団体が改革案を出してい

ます。それを整理すると、①生活習慣病の予防と増

悪化防止、②在院日数の短縮化、③検査・薬物の適

正利用、④効率的運営（マネージドケアの導入）、⑤

施設完結型医療から地域完結型医療への移行という

５つのポイントになると思います。

特に、いま行政と日本栄養士会が一生懸命やられ

ているのが、生活習慣病の予防です。

図13は厚生労働省の生活習慣病対策室で作られた

ものですが、メタボリック・シンドロームという概

念が整理されています。

当初、このような疾患群は簡単な問題かなと思わ

れていましたが、時間がたつにつれなかなか手強い

ことがわかってきました。なぜ手強いかというと、

氷山に見立てるとわかりやすいのですが、血糖が高
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い、血圧が高い、コレステロール値が高いというの

は、海の上に出ている単なる山に過ぎないと言うこ

とです。下には大きな氷の塊が隠れています。血圧

を下げるとか、コレステロールを下げるというのは、

海の上に出ている山を削っているだけであって、下

にある大きな氷を溶かしているわけではないのです。

下にある大きな氷を溶かすのは、生活習慣の改善、

運動、食生活の改善、禁煙なのです。各論だけでは

根本的治療にはならないと言うことで今のやり方で

は、どちらかというと海の上に出た山を削っている

に過ぎなかったのではないかということなのです。

医療の分野でも、ホスピタル・マルニュートリシ

ョンに関する研究が活発に行われています。

図14は、NCMI（Nutrition Care Management

Institute）という公的機関が、全米20の急性期病院

の内科・外科2,485名について、医療経済学的研究を

行った結果を示したものです。この調査では、食事

でも、静脈でも、経腸でも、栄養サプリメントでも、

方法は何でもいいから、とにかく患者のエネルギー

必要量の60％以上を確保した場合を、栄養管理を行

ったグループと考えました。そこで栄養管理を行っ

た患者群と行っていない患者群を比較したわけです。

まず、低栄養状態のリスクファクターを抱えてい

る場合と抱えていない場合で、在院日数がどの程度

違うかを調べています。栄養管理のリスクファクタ

ーがない場合の平均在院日数は10.5日、リスクファ

クターが７個以上ある場合は18日となっています。

つまり、栄養状態のリスクがあれば、１週間入院日

数が長くなるということがわかったわけです。

次に、入院して３日以内に強制的に栄養管理を行

った早期栄養管理群と、入院４日以降にのんびり栄

養管理を始めた後期栄養管理群で、どのくらい在院

日数が変化したかを調べています。これによると、

早期栄養管理群が後期栄養管理群に比べて約2.1日短

縮しています。つまり患者が入院したらすぐに強制

的に栄養補給をやったほうが、在院日数が短くなる

ことがわかりました。

図15は、松田朗先生を委員長に「栄養管理を行っ

た場合の入院日数」を調べた結果です。横軸がアセ

スメントを実施したとか、ケアプランを立てたなど、
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栄養管理を行った項目数、縦軸が在院日数です。一

番上の●印のグラフを見ると、栄養管理を３項目以

上行っていると在院日数がずっと短くなっているこ

とを示しています。

現在の医療制度でも、入院期間に応じた加算制度

が採用されています。14日以内で患者を退院させる

と452点、つまり、１日に4,520円加算されます。15

～30日は207点、180日以上患者を入院させると逆に

50点減算になります。すでに日本の医療制度は、日

数を短くしないと経営がやっていけない状態になっ

ているのです。栄養管理のやり方で、４日も入院日

数が短くなるというのは、大変なコストパフォーマ

ンスになるわけです（図16）。

エビデンスに基づいた食品の導入を目指すべき
では、これから臨床の分野に、どういう食品・栄

養剤を入れるべきかについてお話したいと思います。

すでにいろいろな制度があることはご存知のことと

思います（図17）。特定保健用食品を作ること自体は大

事なことですが、特保というのは今のところ、病院

では使用しないという暗黙の了解があります。病気

の予防に使用するという目的があります。現在、病

院向けの食品として、病者用の特別用途食品制度が

あります。これはもともと病人に使うのが目的です

から、この制度にもう少し焦点を当てて、この分野

を積極的に伸ばしていってはどうかと考えています。

たとえばエネルギーコントロール食品というのが

あります。低エネルギー食品の食物繊維や甘味料は、

肥満、高脂血症、脂肪肝、糖尿病、動脈硬化の患者

に使います。逆に、デキストリンとか中鎖脂肪酸

（MCT）といった高エネルギー食品は、やせとか腎

臓病、肝臓病、拒食症に使用します（図18）。

タンパク質・アミノ酸コントロール食品の中の、

低タンパク質食品には、低タンパク米、大豆タンパ

ク、ペプチドといった食品があって、腎臓病や非代

償性肝硬変に使います。高タンパク質・アミノ酸食

は、エネルギー・タンパク質低栄養障害、慢性肝炎、

代償性肝硬変、スポーツ時、熱傷、手術前後、スト

レス時、体力消耗時に使います（図19）。

では、ある種の食品や食事法を開発したとして、

どうやって医療保険の中に組み込んでいくかという

話をします。実は中央社会保険医療協議会の中に、

図16
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診療報酬調査専門組織・医療技術評価分科会という

のができました。今までは、医療保険は職能団体、

医師会や栄養士会などが、団体としてこれを診療報

酬に入れて欲しいと要望書を出していました。一種

の圧力団体といってもいいでしょう。しかし職能団

体からの要望活動はいろいろ問題を起こすいうこと

でこれからはエビデンスをそろえて、学術団体から

出しなさいということになりました。希望書という

ものに必要事項を記載して提出するのですが、そこ

には、有効性、エビデンスのレベル、安全性、普及

性、技術の成熟度、倫理性・社会的妥当性などがあ

ります（図20～25）。
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さらに重要なのが、予想される医療費への影響で

す。新しい治療方法を作ったら、どういうふうに従

来の方法に比べて、医療費が上がるのか下がるのか

を計算してきなさいということです。費用－効果分

析や費用－便益分析など、コストパフォーマンスの

評価も求められます。その他、外国ではどのように

扱われているかも示しなさいということになってい

ます（図26～28）。

今年この申請は、6月30日までに提出しなければな

りません。たぶん何千件もの申請が出されるだろう

と予想されていますが、エビデンスをもとに、診療

報酬体系を作っていく。これを医療制度改革のひと

つの柱にしようというのが、最近の考え方です。

ちょうど時間になりましたので、これで終わりに

します。ご傾聴ありがとうございました。図26

図27

図28



12

◆ 中村　丁次
◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆

現　　職 神奈川県立保健福祉大学保健福祉学部栄養学科　教授

略　　歴 昭和47年 3月 徳島大学医学部栄養学科卒業

昭和47年 4月 新宿医院勤務

昭和50年 3月 聖マリアンナ医科大学病院栄養部勤務

昭和53年 4月 東京大学医学部研究生

昭和60年12月 医学博士

昭和62年 4月 聖マリアンナ医科大学横浜市西部病院栄養部副部長、同大第３内科兼任講師

平成 6 年 4月 聖マリアンナ医科大学横浜市西部病院栄養部部長

平成11年 4月 聖マリアンナ医科大学病院栄養部部長

平成15年 4月より現職

学会活動等 日本臨床栄養学会理事

日本静脈経腸栄養学会理事

日本栄養食糧学会評議委員

日本公衆衛生学会評議員

日本栄養士会会長　他

書　　籍 「臨床栄養管理」 細谷憲政、中村丁次編著（第一出版）

「臨床栄養学Ⅰ、Ⅱ」 鈴木博、中村丁次編著　（建帛社）

「食べ方上手」 中村丁次著　　　　　　（幻冬舎） 他



薬剤の種類によって相反する相互作用が現れる
ご紹介いただきました堀です。このような場で話

をさせていただける機会を与えていただき、心から

お礼申し上げます。

私が今所属していますエス・アイ・シーという会

社は、八王子にあります。２店舗の薬局で経験した

ことをもとにして、いろいろな情報（情報の種）を

皆さんに播いて、その情報を広めて頂く、どこかで

芽が出たらいいなという考えで始めたものです。以

前、帝京大学薬学部医薬情報で仕事をしていた仲間

たちと、薬局薬剤師が集まって作った会社です。先

ほど中村先生からスケールの大きなお話をうかがい

ましたが、私は薬局の店頭で、薬剤師が日々経験す

る中から、サプリメントと医療用薬品との相互作用

について、薬剤師の視点から、どういうことを考え

ているかについてお知らせしたいと思います。

まず、ミネラルとの相互作用についてです。ミネ

ラルというと、カルシウムが一番先に頭に浮かんで

きます。最近、カルシウムをくださいと薬局を訪れ

る方がとても多くなりました。骨粗鬆症が話題にな

り、カルシウムを取る必

要性を感じる女性が多く

なったからでしょうか。

骨粗鬆症と診断された患

者には、カルシウムと同

時に、カルシウムの吸収

を増大させるため、活性

型のビタミンＤ製剤が処

方されることが多くあり

ます。一方、カルシウム

の吸収を抑制する薬剤として、テトラサイクリン系

抗生物質、ニューキノロン系抗菌剤などが知られて

います。また、高血圧、心臓のポンプの力が弱って

浮腫のある患者には、利尿効果を期待して、利尿剤

が処方されます。利尿剤の中には、カルシウムの吸

収を増大させるものと、カルシウムの吸収を減弱さ

せるものがあります（図１）。ミネラルといっても、

使っている薬によって、影響はさまざまです。

図１に例示した抗菌剤、例えば、テトラサイクリ

ン系抗生物質、ニューキノロン系抗菌剤をお渡しす

るとき、薬剤師は、これらを服用する方に対して、

牛乳では服用しないようにとお伝えします。牛乳内

のカルシウムと抗菌薬がくっついて、難溶性のキレ

ートを形成し、薬剤の吸収を抑制するため、薬の効

果が現弱するからです。しかしこれは、薬という角

度から見た場合です。これらの薬剤を服用するとき、

13

「健康食品・サプリメントと医薬品の相互作用」

堀　美智子
医薬情報研究所／㈱エス・アイ・シー 薬剤師 医薬情報部門責任者

図１
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通常の食事で摂取するミネラルと結合して、何％か

は吸収されないで、体外に排出されてしまいます。

そのため、投与量を設定する際には、生物学的利用

率を勘案して用量が決められます。これで薬につい

ては効果を確保することができますが、では薬剤と

キレート結合するミネラル類はどうなるのでしょう

か。これらの薬剤を長期連用する場合には、薬剤と

ともに排出されるミネラル類の補給を考えなければ

ならないと思います。従来は、あくまで薬を中心に

考えられることが多かったわけですが、一般食品、

栄養素と薬剤の影響を考えると、今後は、栄養素に

ついても検討する必要があると思います（図２）。

テトラサイクリン系抗生物質であるミノマイシン

などは、ニキビの治療などに長期にわたって利用さ

れます。これらの薬剤の長期連用自体に対する是非

という問題もあるのですが、長期連用されている実

態を無視することはできません。吸収が阻害される

ミネラルについては、食事と時間をずらして服用す

るといった指導が必要になるかもしれません。

骨粗鬆症の患者には、積極的にカルシウムを摂取

するというのが一般的な常識となっています。その

ためカルシウムが豊富な食品を積極的に摂ったり、

サプリメントを使ってカルシウムを補給する人が多

くなりました。医師から骨粗鬆症と診断され、治療

を受けている人にはカルシウムとともに活性型ビタ

ミンD３の処方を受けていることが多いと述べまし

た。ここで問題となるのは、カルシウムと活性型ビ

タミンD３の処方を受けている患者が、さらにカルシ

ウムを摂ってしまうことです。薬としてカルシウム

を服用するほかに、薬局でカルシウムを買い求めた

り、食事からカルシウムを積極的に摂ろうとします。

こういう人が活性型ビタミンD３を服用すると、カル

シウムが必要以上に吸収されてしまいます。その結

果、高カルシウム血症が起こり、全身掻痒、便秘と

いった症状が発生する可能性があります。

骨粗鬆症を発症する患者は比較的高齢者が多く、

身体中が痒いと皮膚科を受診し、老人性掻痒症と診

断されるケースが多々あります。これらの症状が、

高カルシウム血症によるものだと気づかれず発見が

遅れた例です。こうした事例から、活性型ビタミン

D３を服用中の患者は、医師の指示なしに勝手にサプ

リメントなどを購入し、カルシウムを摂取しないよ

うにしてくださいといった店頭での指導が必要にな

ってくるでしょう。

ビスホスフォネート系薬剤は、カルシウムに限ら

ずさまざまなミネラル類とキレートをつくり、薬剤

の吸収が極端に悪くなります。そのため、ビスホス

フォネート系薬剤を服用している患者に対して、朝

起きてすぐ、何も食事を摂らないうちに、コップ１

杯の多めの水で服用し、薬を飲んでから30分くらい

は食事を摂らず、仰向けに寝ないで、薬が逆流して

こないようにしてくださいと指導しています。もち

ろんこれは、薬剤とミネラル類の同時摂取は好まし

くないという意味で、併用を避けるように指導して

いるわけです。

ところが、ビスホスフォネート系薬剤は、骨から

カルシウムが出て行く（骨吸収）のを抑える効果が

ありますから、服用中のカルシウム摂取量が少ない

と、血中のカルシウム濃度が低くなり、低カルシウ

ム血症を発症する危険性があります。低カルシウム

血症になると、指先や舌の先が痺れるという症状が

でてくるのです。この薬を処方された患者で、薬を

飲み始めて２週間くらいたってから、手が痺れるよ

うな気がするという訴えがありました。当初は原因

がまったくわかりませんでした。患者の訴えの原因

が低カルシウム血症であるということは、ずいぶん

図２



たってから知ることになりました（図３）。

こうした経験を通じて言えることは、同じ骨粗鬆

症の患者でも、服用中の薬の種類や抱えている背景

によって、異なる注意・指導が必要になってくると

いうことです。骨粗鬆症にはカルシウムが必要とい

う一般的な認識は間違っていないのですが、活性型

ビタミンD３を服用している人では、カルシウムの摂

りすぎで高カルシウム血症の危険性が、ビスホスフ

ォネート系薬剤を服用している人では、カルシウム

との併用はだめだが、カルシウムをたくさん摂らな

いと低カルシウム血症になる可能性があるという、

半ば矛盾する結果が引き起こされてしまいかねない

のです。

日本人にとって不足している栄養素は何か、
充足している栄養素は何かを把握する

次は、過剰症についてです。健康診断で高コレス

テロール血症を指摘され、LDLが高いことからスタ

チン系の高コレステロール血症治療薬が処方された

患者でした。その後、眼瞼下垂が現れ、薬の副作用

が疑われたことから、病院を紹介されたという経緯

がありました。検査の結果、高コレステロール血症

の原因は、甲状腺機能低下症が主たるものでした。

問題は、この甲状腺機能低下症の原因でした。実は、

のどぬーるスプレーと呼ばれる、ヨードを口の中に

吹きかける薬剤の乱用だったのです。

この患者は会社の社長さんで、社員にスピーチを

したり、タバコで空気の汚れた部屋で長時間会議に

出席することが多かったのです。そのため１日に何

度もヨードを口のなかに吹きかけていたのです。ヨ

ードの上限摂取量は３mgですが、この方の摂取量は

それをはるかに超えていました。

また甲状腺を専門に診ておられる病院などのホー

ムページを見ると、妊娠後期の妊婦がヨード過剰に

なって、生まれてきた子供の検査でクレチン症の可

能性がある（偽クレチン症）という結果が出てしま

うことがあるとされ、妊娠後期～末期の妊婦はヨー

ドを摂らないように指導しています。

ではなぜ、ヨードを大量に摂ると、甲状腺機能が

低下してしまうのでしょうか。一見すると、ヨード

不足のほうが機能低下を起こしそうに感じます。確

かに甲状腺ホルモンはヨードを原料として産生され

ます。そのためヨードの摂取量が少なすぎると、甲

状腺機能が低下します。ところが、ある一定以上ヨ

ードを摂取すると、血中のヨード量を調節する機能

が働いて、それ以上甲状腺ホルモンを作らないよう

にネガティブフィードバックがかかります。そのた

めヨードの有機化が抑制され、甲状腺機能低下症に

なってしまうとされています。

ところが、インターネット上には、ヨード不足に

警鐘を鳴らす情報が氾濫しています。ヨード不足に

よる甲状腺機能低下症の症状といった情報に接する

と、一般の消費者は、サプリメントを利用してでも

ヨードを摂らなければと不安にかられてしまいます。

甲状腺機能低下症の症状は、ヨード過剰でも引き起

こされるわけです。さらにヨードの摂りすぎで、甲

状腺ホルモンの産生が抑制され、甲状腺機能低下症

を引き起こしてしまうといった事態を招いてしまい

ます。何が正しい情報なのかといった情報に対する

理解力、判断力を養う教育の必要性を強く感じます。

日本人は、日常的な食生活の中でかなりの量のヨ

ードを摂取しています。たとえば和食で使われる昆

布だしや、お茶代わりに飲む昆布茶などは、ヨード

を豊富に含んでいます。またヨードを添加した卵な

ど、ヨードを大量に含んだ健康食品も多くあります。

ですから、一般的な食生活を送っている日本人では、

ヨードが不足することはほとんどないと思われます

（図４）。日本人にとって、不足しがちな栄養素、ミ

15
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ネラルは何か、逆にほぼ充足している栄養素は何か

についてしっかり把握しておくことが、とても大切

だと思います。

目的に応じた正しい情報の提供が重要
図５にあるような基をもち、分子構造に五員環あ

るいは六員環を持っている化学物質は、亜鉛を挟み

込んでしまう性質があります（図５）。このようなキ

レート形成により血液中にある亜鉛が挟み込まれて

しまうと、亜鉛が排泄され、低亜鉛状態になってし

まいます。

亜鉛は、生体内で細胞の新陳代謝やホルモン分泌

の調節など、多くの酵素に関与しています。亜鉛が

不足すると、味覚異常や成長障害、免疫力低下、傷

口が治りにくくなるといったことが知られています

（図６）。

実際に、亜鉛とキレートをつくる薬剤というのは、

非常に多く存在します。そのため、何かの薬剤を服

用している人で、味覚が麻痺し味がわからないとい

う例がけっこうあります。先ほど中村先生は、人間

は口から食べることに楽しみを感じると話されてい

ましたが、食事を美味しいと感じることによって、

消化液や唾液などの分泌が促進されます。亜鉛が不

足することで、味がよくわからない、食事を美味し

いと感じられないとしたら、亜鉛とキレートを作る

薬剤について検討を要することになるでしょう。

病院食などでは、亜鉛の含有量を検討すべきだと

思います。亜鉛を添加することによって、傷の治り

をよくしたり、褥瘡ができにくくしたりすることが

知られているからです。

一方、薬局に亜鉛を買いに来る人たちの多くは、

「夜の機能を高めるために亜鉛がいいんだってねえ」

という男性が多くいらっしゃいます。亜鉛を摂れば

すぐに男性機能が高まるとは思えません。そしてミ

ネラルの摂取に関しては、単一のミネラルを摂れば

いいという話ではなく、ミネラルバランスの問題も

重要です。どんなミネラル、サプリメントについて

も同じですが、私たち薬剤師は、何の目的で、どん

なとき、どういう効果が期待できるのかという情報

を必要としています。そうした情報を持っているか

らこそ、消費者に対して啓発活動を行うことができ

図４

図６

図５



ます。しかし、薬事法のもとでは、健康食品でそう

した効能・効果をうたうことはできませんし、成分

量を表示することもできないのです。私たち薬局薬

剤師は、きちんとしたエビデンスに基づいた情報が

ない中で、手探りでサプリメントを売っています。

そうした現場の悩みを理解いただきたいと思います。

ミネラルの吸収に関しては、クエン酸との関係が

知られています。小アジのフライをマリネにすると、

酢で骨が柔らかくなってカルシウムとクエン酸がキ

レートを作り、吸収が良くなることが知られていま

す。キレートは難溶性の物質を作り吸収を阻害する

だけでなく、易溶性になって吸収をよくする場合も

あります（図７）。

ここで注意しなければならないのは、クエン酸に限

らず何かが身体にいいとマスコミで大々的に紹介され

ると、それを鵜呑みにしたたくさんの消費者が薬局

を訪れて買い求めていきます。もちろん、薬局も利

潤を得なければなりませんから、今度どこどこの番

組が○○を取り上げるという情報が流れると、さっ

そく品揃えに走るという実態があります。しかし、

ブームが去ると、仕入れた商品はしっかり不動在庫

として残るという悲哀も味わっているのですが…。

さまざまなサプリメントや健康食品がブームにな

り、やがて姿を消していきます。中には有害な物質

を含んでいて、被害が発生するケースもあります。

私は、サプリメントや健康食品はブームとして普及

するものではなく、地道にゆっくりと普及するもの

であるべきだと考えます。食品ではすぐに効果が期

待できないわけですから薬のような効果を期待して

使用された場合、それらは効果が期待できないもの

と判断されていってしまいます。

キレートによってミネラルの吸収が促進されるとい

っても、吸収されればいいというものでもありません。

アルミニウムを摂りすぎると、アルミニウム骨症やア

ルミニウム脳症などの副作用が発症する可能性があ

ります。過去に人工透析を受けている患者で、こう

した副作用が発生し問題になったことがあります。

亜鉛に限らずいろいろなミネラルと併用すること

で吸収が減少する薬剤として、テトラサイクリン系

抗生物質、ニューキノロン系抗菌剤、セフジニル、

アジスロマイシン水和物、ビスホスフォネート系骨

代謝改善剤、甲状腺ホルモン剤などが知られていま

す。医療用医薬品であるこれらの薬剤の添付文書に

は、ミネラルとの併用を避けるようにと指示されて

います。これらの薬剤を長期間服用している場合は、

ミネラルの吸収が減弱する可能性があると置き換え

て理解する必要があるでしょう。これらの薬剤がミ

ネラルの吸収を減弱させる原因は、ミネラルとキレ

ートを作ることですから、薬の服用とミネラル（サ

プリメントなど）の使用する時間を２～３時間ずら

せばいいわけです。食事中のミネラルとの相互作用

についても本当は、考える必要があり、「薬の服用と

食事の時間を２～３時間ずらしてください」といっ

た注意書きが必要なのかもしれません。

医薬品・栄養素の吸収障害とサプリメント
骨粗鬆症とカルシウムだけでなく、疾病リスク低

減表示できるものとして、葉酸と神経管閉鎖障害が

有名です。厚生労働省は、妊娠中の女性に対し、葉

酸を積極的に摂取するよう推奨しています。これは

食事からではなく、栄養補助食品、いわゆる健康食

品から１日0.4mg摂りなさいという画期的な通達で

した。葉酸を補うことで、神経管閉鎖障害の発生率

を抑えることができるという知見は、栄養学ではよ

く知られていたことです。

ところで、フェニトイン、フェノバルビタールな

17
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どの抗てんかん剤には、葉酸の血中濃度を下げる作

用があることがわかっています。そのため、これら

の抗てんかん剤を服用している患者が妊娠を希望す

る場合、医療機関で血中の葉酸濃度を計測し、必要

なら葉酸を追加することになっています。抗てんか

ん剤の服用者で葉酸不足が問題となるなら、日常的

に葉酸を補えばいいではないかと短絡的に考えてし

まいがちです。ところが、葉酸を補うと、今度は抗

てんかん剤の血中濃度が下がり、薬効を減弱させて

しまうという問題があります。抗てんかん剤は、投

与に慎重を期すべき薬剤で、血中濃度を測定するな

ど、専門家が意識的にコントロールしながら服用し

なければなりません（図８）。

葉酸に対する認識は、まだごく一部の医師にとど

まっていますが、最近、ホモシステインと葉酸の関

係が論議されるようになってきました（図９）。葉酸

やビタミンＢ6、Ｂ12が不足すると、ホモシステイン

の血中濃度が上昇します。詳細は不明ですが、ホモ

システインは活性酸素を産生し、血管内皮障害、血

小板凝集を起こし血管を障害したり、平滑筋細胞の

増殖やコラーゲン線維の過剰な合成により血管を硬

化させ、動脈硬化を引き起こす可能性があります。

ホモシステインは、コレステロールや高血圧と並ん

で、動脈硬化症の危険因子の一つと考えられるよう

になってきたのです。

血中の葉酸値やビタミンＢ群に対して影響を与え

る薬剤を服用している場合は、これらの値をモニタ

ーしながら、きちんと使用していく必要があります。

ニュートリションサポートチームは、医薬品の角度、

栄養素の角度、疾病の角度など、いろいろな角度か

ら患者の状態を観察し、チーム医療をはかっていく

必要があります。

この他、抗コレストロール血症治療薬のコレスチ

ラミンには、葉酸、ビタミンＡ・Ｄ・Ｅ・Ｋ、βカ

ロチン、カルシウムなどとの相互作用が知られてい

ます。Ｈ２受容体拮抗薬には、葉酸、ビタミンＢ12、

鉄、亜鉛などの吸収に影響を与えます。フェニトイ

ンには、葉酸、ビタミンＤ・Ｋ、カルシウムとの間

に相互作用があります（図10）。

図８

図９

図10



Ｈ２受容体拮抗薬やプロトンポンプ阻害剤は、胃

酸の分泌を抑える薬です。これらの薬が開発された

ことで、消化性潰瘍に対する胃切除手術が劇的に減

少しました（図11）。胃の生理的機能は食べ物を消化

吸収することですが、胃から分泌されるタンパク質

分解酵素のペプシノーゲンは、最初からタンパク質

を分解する働きを持っていません。酸性条件下にお

いて、ペプシノーゲンがペプシノンに変化すること

で、タンパク質分解能を持ちます。つまりタンパク

質を分解するためには胃酸が存在しなければならな

いのです。ビタミンＢ12は、食べ物を消化する際に、

タンパク質から切り出されます。プロトンポンプ阻

害剤は、24時間胃酸が出るのを抑えるため、ビタミ

ンＢ12が豊富に含まれる豚肉を食べても、ビタミン

Ｂ12の切り出しが抑制されます。長期にわたってプ

ロトンポンプ阻害剤を服用すると、ビタミンＢ12の

吸収が阻害されることになります。

食生活の変化により脂っこいものを多く食べるよ

うになったり、肥満の増加などにより消化管内圧が

上昇する、排泄時間の遅延などにより胃食道逆流症

が増えています。そのためプロトンポンプ阻害剤な

どを長期にわたって飲むことになり、ビタミンＢ12

などの吸収障害を引き起こす可能性が今後高まって

いくかもしれません。

胃酸の分泌を抑制する薬などの使い方で、薬局に

いますと、疑問に思うことがあります。普段は胃腸

薬など飲んだこともない人が、海外旅行に行くから

と総合胃腸薬を買い求めていきます（図12）。その人

は万が一に備えて購入するのでしょうが、もしコレ

ラ菌に汚染されていた場合、胃酸の分泌を抑えたり

胃酸を中和して、胃酸に弱いコレラ菌の増殖を助長

する状態にした上で、コレラ菌に汚染された食べ物

を摂ることになります。薬の使用について生体を普

段とは違う状態にしたときに、それがどういう結果

を引き起こす可能性があるのか考えておくことが大

切だと思います。

胃酸との関係では、抗パーキンソン病薬である

Ｌ－ドパ製剤は、酸性下でなければ溶けにくい性質

を持っています。Ｌ－ドパ製剤は十二指腸上部で吸

収されることから、胃酸が出ていないと胃内で溶解

しないことになります。そのため、低酸症・無酸症

の患者やプロトンポンプ阻害剤を服用している人に

は、レモンジュースやグレープフルーツジュースで

薬を服用するように勧めています（図13）。
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また、Ｌ－ドパ製剤は、タンパク質と同時に摂取

すると、吸収が阻害されることが知られています。

栄養素や医薬品成分が消化管内膜を通して体内に入

るとき、さまざまなトランスポーターが働いていま

す。成分によって働くトランスポーターは違います。

Ｌ－ドパ製剤は、アミノ酸トランスポーターによっ

て吸収されます。このためタンパク質（アミノ酸）

との同時摂取で吸収が阻害されるのです（図14）。た

とえば、最近流行しているアミノ酸飲料などでＬ－

ドパ製剤を服用すると、薬剤の吸収が阻害され、薬

効が減弱することになります。残念ながら、こうし

たサプリメントと医薬品の相互作用はまだよくわか

っていません。今後、さまざまなトラブルが発生し、

それに気づいた人たちが研究することで、徐々にそ

うした情報が蓄積されていくのだと思います。

抗生物質も、腸内細菌叢に影響を及ぼすことから、

腸内細菌が担っているさまざまな栄養素の吸収・合

成を阻害する可能性があります（図15）。図16は、ペ

ニシリン系抗生物質のアモキシリン（AM）を投与

した後、漢方薬である芍薬甘草湯を連続投与したと

きの血中のグリチルリチン酸（Glycyrrhetic Acid）

濃度を計測した結果です。グリチルリチン酸は、甘

草の有効成分のひとつです。生薬など自然界に存在

する医薬品成分は、糖類と水酸基を持つ有機化合物

が結合した配糖体と呼ばれる構造をとっているもの

も多いです。配糖体は分子構造が大きいため、その

ままの状態では多くの場合体内に吸収されません。

腸内細菌は、配糖体を分解し、そこに含まれている

糖を栄養分として利用しています。つまり、抗生物

質を投与すると腸内細菌の働きが抑制され、生薬や

ハーブ類の有効成分を吸収することができず、体外

に排出してしまうことになります。サプリメントや

健康食品の中には、漢方薬やハーブ類と同じように

配糖体として有効成分を含んだものがありますが、

それらの成分がどういう形で吸収されるかを知って

おくことが大切です。たとえば、女性ホルモン様作

用を持ち、更年期障害や骨粗鬆症などへの予防効果

が期待されているダイズイソフラボンについて、そ

れが配糖体ダイズイソフラボンなのか、糖がはずれ

た吸収されやすい形になったアグリコン型ダイズイ

ソフラボンなのかによって、使用方法などが異なっ

てきます。同様に、配糖体のサプリメントと糖分を

同時に摂取すると、腸内細菌は糖分を利用するため、

配糖体を利用しなくなり、サプリメントの効果が減

弱する可能性があります。

図14

図15

図16



SJWについては、早くから相互作用の情報が明ら

かになったことから、医療用薬品の添付文書にも、

SJWとの併用をしないように明記されました。この

他に、薬物代謝酵素を誘導する可能性のある食品と

して、ニンニク、イチョウ、マリアアザミ（ミルク

シッスル）などの名前があがっていますが、データ

量が少なく明確にはなっていません（図18）。どれく

らいの量をどんなときに使用すれば、医薬品の効果

に影響を与えるのかわからないのです。

影響がはっきりしない場合、消費者にお願いした

いことは、医薬品を優先させて、サプリメントをや

めて欲しいということです。ところが消費者は、健

康食品・サプリメントを、食品のように安全で、医

薬品のように効果があると考えている人が多いよう

です。実際にはまったく逆で、医薬品のようには効

かず、食品のように安全ではないものが多いのです。

健康食品・サプリメントは、賢く軽傷の場合あるい

は予防に注意しながら使うべきものだと思います。

特定保健用食品・食品と医薬品の相互作用
特定保健用食品として認可されているものにも、

医薬品との相互作用があります。たとえばカゼイン

ドデカペプチド、鰹節オリゴペプチド、ラクトトリ

ペプチドなどは、アンジオテンシン変換酵素（ACE）

の働きを阻害する作用を有し、血圧の上昇を抑える

効果を持つとされています（図19）。これらのペプチ
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ハーブと医薬品の相互作用では、セント・ジョー

ンズ・ワートの相互作用が有名です。セント・ジョ

ーンズ・ワート（SJW）とは、セイヨウオトギリソ

ウのことで抗うつ作用などが知られていますが、ダ

イエット用サプリメントにもよく含まれています。

SJWを摂取すると、薬物代謝酵素であるチトクロー

ムP450系CYP３A４、２C９、1A２あるいは、P糖

蛋白が誘導され、インジナビルなどの抗ＨＩＶ薬、

ジゴキシンなどの強心薬、シクロスポリンなどの免

疫抑制薬、テオフィリンなどの気管支拡張薬、血液

凝固防止薬であるワーファリン、経口避妊薬などの

効果を減弱させます（図17）。

図17

図18 図19
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ド類の作用機序は、医療用に使用されるACE阻害剤

と同じであり、当然併用は避けるべきでしょう。ま

たこれらのペプチドは、これらペプチドトランスポ

ーターにより吸収されるためこれと同じ経路で吸収

される薬剤とサプリメントとの併用による相互作用

は、ほとんどわかっていません。

これらのペプチド類で難しいのは、降圧作用がど

の程度あるのかという点です。一般にサプリメント

のペプチド類の降圧作用は、境界域の血圧を５～

10mmHg下げると言われますが、これらは食品であ

って医薬品ではありませんから、効能をうたうこと

はできません。そのため薬局の現場では、この人は

健康食品で十分なのか、それとも医薬品を使用すべ

きなのか判断できずに苦慮しているのが実態です。

ペプチド類については、作用機序が明確になってお

り、効果も実証されていることから、医療関係者、

消費者などのコンセンサスを得て、明確な根拠、基

準を示して賢く利用していくのが最善ではないかと

思います。

血糖値が気になり始めた方に勧める特定保健用食品

として認可されたグァバ茶ポリフェノールやトウチエ

キスは、糖分解酵素の働きを抑制して食後の血糖値の

上昇を抑制する効果が期待されています。これは、医

療用医薬品であるα－グルコシダーゼ阻害薬の作用

機序とよく似たものです（図20）。これらの特定保健

用食品を使用している人が、何かの理由で低血糖状

態に陥ったとき、ブドウ糖でないと血糖値の回復が

はかれないと考えられます。こうした注意事項がど

こまで認識されているのか、はなはだ疑問です。

虫歯の原因になりにくい特定保健用食品やおなか

の調子を整える特定保健用食品に認可されているも

ののなかにも、副作用を引き起こすものがあります

（図21）。キシリトール、還元パラチノース、ラクチ

ュロースといった難消化性成分が、腸などの消化器

管内に多くたまると、水分吸収が抑制され下痢を引

き起こします。薬局に、夕方５時ごろになると下痢

を起こすお子さんの来局がありました。話を聞いて

みると、毎日３時のおやつにキシリトール入りのど

飴を10粒以上食べていたということでした。虫歯予

防やおなかの調子を整える目的で、こうした特定保

健用食品を重複して摂るという問題を、考えていく

必要があるでしょう。

その他にも、さまざまな医薬品と健康食品の相互

作用を検討する必要があります。たとえば、抗アレ

ルギー薬のフェキソフェナジンについては、インタ

ーネット上にさまざまな情報が掲載されています。

どういうトランスポーターで吸収されるのか、どう

いう相互作用があるのか詳しく解説したうえで、オ

レンジジュースやグレープフルーツジュースで服用

すると、吸収率が60％以上低下するといった記述も

ありました。しかし、この実験報告を詳しく見てい

くと、重要なことに気がつきます。薬を服用すると

きに使用したグレープフルーツジュースの量が、最

初300mlで飲んで、その後30分おきに150mlずつ飲み、

最終的に1200mlも飲まれた結果でした。実際にこん

な飲み方をする人が、どれだけいるのでしょうか

（図22～24）。
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この例で思うことは、インターネットは確かに情

報の宝庫で、あらゆる情報を集めることができます。

しかし、ある健康食品が良いとか悪いとか、何と何

に相互作用があるといった情報が一人歩きしてしま

う怖さがあります。良い悪いを評価する基準や、評

価する人が果たして十分な評価能力を有しているの

か、掲載されている情報が正しいかどうかを誰が評

価するのか、さらには情報を評価する能力を、学校

教育などを通じて身につけさせていく方法を確立し

ていけるのかといった重大な問題が未解決だと思い

ます。

食品と医薬品の相互作用を発見するため、①現在

知られている情報をもとに、相互作用発生の原因を

検証すること、さらに情報を予測し、新しい知見を

生み出していくこと、②最新の研究情報を臨床で活

用できるようにしながら、現場の情報を研究分野に

フィードバックさせていく仕組みを確立すること、

③医療をはじめ、薬剤師、栄養士など各分野の関係

者が医薬品と健康食品の相互作用に関する情報を共

有することが、健康食品・サプリメントを上手に活

用していくことにつながっていくと思います。

本日はありがとうございました。
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